（仮称）奥州市新医療センター新築工事基本設計業務プロポーザル
二次審査プレゼンテーションの公開について

　（仮称）奥州市医療センター新築工事基本設計業務に係る事業者選定の透明性を高める観点から、同業務プロポーザルの二次審査プレゼンテーション（あわせて行われるヒアリングを含む。以下単に「プレゼンテーション」という。）を、次により市民に公開します。

１　日時
　令和８年１月24日（土）
　プレゼンテーション１番目：午前10時45分から午前11時45分まで
　　　　　　　　　　２番目：午後１時00分から午後２時00分まで
　　　　　　　　　　３番目：午後２時30分から午後３時30分まで
※　受付は、午前10時15分から開始します。
※　プレゼンテーションの時間は、多少前後する場合があります。

２　会場
　奥州市役所本庁　７階　委員会室（奥州市水沢大手町一丁目１番地）
　受付場所　７階　ロビー

３　資格及び定員
　奥州市に住所を有する方　20名（事前申込み制とし、希望者多数の場合は抽選とします。）

４　申込み方法
　電話、メール、ファクシミリ又は、郵送のいずれかの方法により、傍聴したい旨、住所、氏名、電話番号及びメールアドレスを記載して、次によりお申し込みください。
(1) 申込先
　後記８の担当課に同じ。
(2) 申込期限
　令和８年１月14日（水）午後５時（必着）
(3) 申込受付確認書の送付
　申込みされた方に対しては、申込みの締め切り後に、郵便で「申込受付確認書」を送付します（この確認書は、当日の受付の際に使います。）
　なお、申込み多数の場合は抽選としますので、落選された方には、その旨を郵便で通知します。

５　公開時の留意事項
(1) 公開方式は、会場での傍聴のみとし、インターネットでのライブ配信等は行いません。
(2) 来場される際は、申込受付確認書及び身分を証明できる書類（運転免許証等）を持参することとします。
(3) プレゼンテーションに関する資料は配付いたしません。
(4) 傍聴される方からの質疑や意見はお受けできません。
[bookmark: _GoBack](5) 市民への一般公開とは別に、市の関係職員が傍聴する場合があります。
(6) プレゼンテーションの終了後は、速やかに退室していただきます。
(7) 二次審査の結果は、後日ホームページで公表します。

６　入場制限
　次に該当する方は入場を制限し、傍聴はできません。
(1) 酒気を帯びていると認められる方
(2) 円滑な進行を妨害するおそれのある物品（特定の意思表示がなされたプラカード、旗など）を携帯している方
(3) 他の傍聴者の迷惑となる行為をするおそれがある方

７　禁止行為
　公平、公正、かつ、円滑なプロポーザルの実施のため、次の行為は禁止します。守られない場合は、退場していただく場合があります。
(1) 大声や大きな音を出してプレゼンテーションを妨害する行為。
(2) 会場内での飲食や喫煙の行為。
(3) 声援、拍手その他の方法により賛否を表明する行為。
(4) 写真撮影、録画若しくは録音をし、又は外部と通信（SNS等へ投稿を含む。）をする行為。
(5) 上記のほか、円滑な進行を妨害し、又は他の傍聴者の迷惑となる行為。

８　担当課（申込み先及び問合せ先）
奥州市健康こども部　新医療センター建設準備室
　所在地　　：〒023-0053　奥州市水沢大手町三丁目１番地（総合水沢病院内）
　電話番号　：0197-25-3833（内線271）
　ＦＡＸ番号：0197-25-3832
　メールアドレス：shiniryou★city.oshu.iwate.jp（★は＠に置き換えてください。）
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